
☆児童厚生員 

児童厚生員とは、児童福祉施設最低基準に規定する「児童の遊びを指導す

る者」のことをいいます。 

児童福祉施設最低基準（昭和２３年厚生省令第６３号） 

第３８条 児童厚生施設には、児童の遊びを指導する者を置かなければならない。 

２ 児童の遊びを指導する者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 

  ⑴ 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成

施設を卒業した者  

⑵ 保育士の資格を有する者  

⑶ 社会福祉士の資格を有する者  

⑷ 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法

第９０条第２項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課

程による１２年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程によりこれに

相当する学校教育を修了した者を含む。）又は文部科学大臣がこれと同等以上

の資格を有すると認定した者であって、２年以上児童福祉事業に従事したもの  

⑸ 教育教員免許法に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学

校又は中等教育学校の教諭の免許状を有する者  

⑹ 次のいずれかに該当する者であって、児童厚生施設の設置者（地方公共団体

以外の者が設置する児童厚生施設にあっては、都道府県知事）が適当と認めた

もの  

イ 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社

会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修

めて卒業した者 

ロ 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社

会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程にお

いて優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第１０２条第２項の規定

により大学院への入学が認められた者 

ハ 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、

社会学、芸術学若しくは体育学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程

を修めて卒業した者 

ニ 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若し

くは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者  

 

 ※ 大まかなものに下線を引いてあります。  

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%93%f1%98%5a&REF_NAME=%8a%77%8d%5a%8b%b3%88%e7%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=

